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１ 補完中継局の申請手続き等 
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＜１ 補完中継局の申請手続き等＞ 

本冊子「ＦＭ方式によるＡＭラジオ放送の補完中継局申請マニュアル」は、平成

26 年４月に制度化されたＦＭ方式によるＡＭラジオ放送の補完中継局の免許および

再免許の申請手続について解説するものです。

１ ＦＭ方式によるＡＭラジオ放送の補完中継局の導入経緯 
総務省では、「放送ネットワークの強靭化に関する検討会」を開催し、平成 25年

7月 17日「中間取りまとめ」を公表、ＡＭラジオ放送の災害対策や難聴対策を図る

ためのＦＭ波（Ｖ－Ｌｏｗ帯域等）の活用等を内容とする提言を受けました。この

提言を踏まえ、ＡＭラジオ放送の補完中継局の本格的な導入に向け、「ＡＭラジオ

放送を補完するＦＭ中継局に関する制度整備の基本的方針」を平成 26年１月 31日

に策定・公表しました。 

その後、Ｖ－Ｌｏｗ帯域等を活用した災害対策及び難聴対策（都市型難聴対策、

外国波混信対策、地理的・地形的難聴対策）のためＡＭラジオ放送を補完するＦＭ

中継局の導入について制度整備※を行ったものです。 

※ 基幹放送用周波数使用計画（昭和 63年郵政省告示第 661号）及び電波法関係審査基準（平成 13

年総務省訓令第 67号）の改正等

２ ＦＭ方式による中波放送の補完中継局の概要 
（１）「親局の主たる補完中継局」 

 基幹放送用周波数使用計画の第４の３の表に定める周波数を使用する補完中

継局の要件は以下のとおりです。 

・開設目的…災害対策、都市型難聴対策、外国波混信対策

・使用可能な周波数…90.1～94.9ＭＨｚ

※ 放送対象地域ごとに民放ＡＭラジオ放送の補完中継局の周波数を確保する。

※ ただし、平成 32年３月 31日までに使用されない場合は、当該周波数を削除する。

・空中線電力については、所要の電界強度を確保するための必要最小の値とす

るとともに、当該補完中継局が設置される都道府県において県域ＦＭ放送を

行う基幹放送事業者の親局の空中線電力の値を上限とする。

（２）「その他の補完中継局」 

上記（１）以外の補完中継局の要件は以下のとおりです。 

・開設目的…災害対策、都市型難聴対策、外国波混信対策、

地理的・地形的難聴対策 

・使用可能な周波数…76.1～94.9ＭＨｚ

※ 災害対策を開設目的とするものは、90.1～94.9ＭＨｚが使用できず、真に必要な場合

は 76.1～90.0MHzの使用を可能とする。

※ 都市型難聴対策を開設目的とするものは、90.1～94.9ＭＨｚのみ使用可能。

・空中線電力については、原則１００Ｗ以下とし、所要の電界強度を確保する

ための必要最小の値とする。
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３ 申請手続きの概要 
（１）「親局の主たる補完中継局」 

申請先は、総合通信局及び沖縄総合通信事務所（以下、「総合通信局等」とい

う。）としますが、従来の「親局」と同じ対応とすることから、総務省情報流通

行政局において審査（周波数の割当ての判断）を行います。 

なお、「民放ラジオ難聴解消支援事業」又は「放送ネットワーク整備支援事業」

の補助金を利用する場合、交付決定前に支払った免許申請手数料は補助対象にな

りません。 

（２）「その他の補完中継局」 

 申請先は総合通信局等とし、空中線電力が 100Ｗ以下のものは総合通信局等に

おいて審査（周波数の割当ての判断）を行います。 

新規申請については、ＡＭ事業者に対して「その他の補完中継局」に関する開

局のニーズ調査を行います。 

なお「民放ラジオ難聴解消支援事業」又は「放送ネットワーク整備支援事業」

の補助金を利用する場合、交付決定前に支払った免許申請手数料は補助対象にな

りません。 

４ 申請書及び添付書類の提出部数等 

（１）申請書及び添付書類の提出部数（免許・再免許で同じ。）

申請書 
無線局事項書 

事業計画等 
工事設計書 

正本 写し 正本 写し 
親局の主たる補完中
継局 

1 1 2 2 1 2 

その他の補完中継局 1 1 1 1 1 1 

   【様式】申請書：無線局免許手続規則（昭和 25年電波監理委員会規則第 15号。

以下「免許規則」という。）別表第一号 

無線局事項書：免許規則別表第二号第１ 

工事設計書：免許規則別表第二号の二第１ 

（２）添付が必要な無線局事項書別紙（親局の主たる補完中継局・その他の補完中継

局で同じ） 

4「開設を
必要とす
る 理 由 」
（災害対
策又は難
聴対策に
関する資
料） 

17 無線
設備の
工事費 

19 基幹放
送の業務
に用いら
れる電気
通信設備
の概要 

22事業計画等 

(2)事業開始
までに要す
る用途別資
金及びその
調達の方法

(16)将来の
事業予定

(17)事業収
支見積り

免 許 の
場合 

○ ○ ○ ○ 
○ 

（注２・３）
○ 

再 免 許
の場合 

－ － 
○ 

（注１）
－ 

○ 
（注２・３）

○ 
（注４）
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（注１） 過去に提出がなされており、かつ、申請者においてその内容に変更がないことを確認した場合は、「現

に免許を受けているものと同一である」旨を記載し、当該事項に関する記載を省略することができます。 

（注２） 「親局の主たる補完中継局」と「その他の補完中継局」の申請について、記載内容の全部が同じである

場合には、「親局の主たる補完中継局」についてのみ全部記載して、「その他の補完中継局」については

「○○に同じ」（○○は親局の主たる補完中継局の名称）のように記載してください。 

（注３） 新たに開設する予定の中継局について記載してください。（再免許の申請においては、免許申請におい

て記載した局で未開局のものも含めて記載してください。）新たに開設する予定の中継局がない場合は、

「新規開設予定なし」と記載してください。 

（注４） ラジオ・テレビ兼営社については、「○○ＤＴＶに同じ」のように記載してください。ラジオ単営社に

ついては、「○○Ｒに同じ」のように記載してください。
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２ 申請書及び添付書類の作成要領
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＜２ 申請書及び添付書類の作成要領＞ 

１「無線局事項書」 

 ８・９頁の「無線局事項書」の様式のとおり、別紙を添付する項目について、

「別紙に記載のとおり」と記載してください。 

 なお、無線局事項書中「４ 開設、継続開設又は変更を必要とする理由」には、

補完中継局の開設、継続開設を希望する理由について、簡単に記載してください。 

２「開設を必要とする理由」（災害対策又は難聴対策に関する資料） 

  本資料の作成に当たっては、14～33頁の「３ 開設を必要とする理由に関する

資料の作成要領」に従って記載してください。ただし、再免許申請の場合は、作

成の必要はありません。 

３「無線設備の工事費」 

  以下の様式及び７頁の５「事業計画等」ア～オの記載要領により記載してくだ

さい。ただし、再免許の申請の場合は、作成の必要はありません。 

区 分 金  額 備  考 

○○局（補完中継局の局名）

送信設備 千円 

受信設備 千円 

土地・建物  千円 

その他 千円 

計 千円 

４「基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要」等 

 「19 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要」、「20 放送法第２条

第 24 号の基幹放送局設備の範囲」及び「21 基幹放送の業務を維持するに足り

る技術的能力」の記載に当たっては、放送技術課が発行している「基幹放送に関

する技術基準等に係る申請の手引き（第５版）（令和２年８月）」を参考にして記

載してください。 

 なお、各事項ともに、申請者の親局の主たる補完中継局の申請において同申請

者所属のその他の補完中継局の記載内容の全部が含まれる場合、その他の補完中

継局の申請においては、本項に係る事項の記載を「○○の同図を参照」（○○ 

は親局の主たる補完中継局の名称）のように記載することができます。 
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また、再免許の申請の場合において、本項に係る事項について過去に提出がな

されており、かつ、申請者においてその内容に変更がないことを確認した場合は、

「現に免許を受けているものと同一である」旨を記載し、当該事項に関する記載

を省略することができます。 

５「事業計画等」（将来の事業予定、事業収支見積り） 

 10頁の「別紙 16 将来の事業予定」の様式、11～13頁の「別紙 17 事業収支見

積り」の様式及び以下の記載要領により記載してください。 

ア 各資料の用紙は、日本産業規格Ａ列４番としてください。

イ 各資料に記載する比率は、小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで

としてください。

ウ 各資料の上部中央に「項目の主名称」を記載してください。

記載例：―(17)事業収支見積り―

エ 各資料の上部左上に「項目の副名称」を記載してください。

記載例：―イ 見積りの根拠―

オ 各資料の下部に「提出年」、「申請者名」、「ＦＭ補完局」及び「別紙番号」

を記載してください。

※資料が複数ページになる場合には「別紙番号」に枝番を付してください。（例えば、「別

紙(17)イ-１」、「別紙(17)イ-２」としてください。） 

記載例： 令和○年 ㈱○○放送 ＦＭ補完局 別紙(17)イ-１ 

「親局の主たる補完中継局」と「その他の補完中継局」の申請について、記載

内容の全部が同じである場合には、「親局の主たる補完中継局」についてのみ全部

記載して、「その他の補完中継局」については「○○に同じ」（○○は親局の主た

る補完中継局の名称）のように記載してください。 

「別紙 17 事業収支見積り」については、次の事項にすべて該当する場合に提

出が必要になります。 

① 補完中継局の整備費用の総額が申請者の直近の会計年度の会社全体の売

上高の 10％を超えていること

② 補完中継局の整備計画のうち１局目の申請であること

（「その他の補完中継局」の場合であっても１局目であれば該当します）

再免許の申請の場合は、ラジオ・テレビ兼営社については、「○○ＤＴＶに同じ」

のように記載してください。ラジオ単営社については、「○○Ｒに同じ」のように

記載してください。 

  免許申請書、無線局事項書及び工事設計書のうち上記以外の事項の作成に当たっ

ては、「地上基幹放送局再免許等申請マニュアル」の内容をご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/122831.html 
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○無線局免許手続規則別表第二号第１
基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。)の無線局事項書の様式(第４条、第１２条関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

【記載例】

１枚目

〕

教養（政治解説、政治討論会、ノンフィク
ション、クイズ等）

教育（英語教室、幼児教育、料理講座等生
活一般）

報道（一般ニュース、ニュース解説、海外
ニュース、スポーツニュース、天気予報
等）

コード 目的別種類

1

2

BFM

○○○

○○○

○○○（アルファベット３文字）
○○ＭＨｚから○○ＭＨｚまで ○Ｗ

最大実効輻射電力　　○Ｗ
特に希望する周波数　　○○○ＭＨｚ

方向別実効輻射電力　工事設計書添付の送信空中線の水平
指向図又は空中線指向情報による。

無線局事項書

〒（　　○○○　　－　○○○○　　）

東京都千代田区霞が関※丁目※番※号

6
その他（通販番組、商業案内、スポット・
アナウンス等）

娯楽（音楽、スポーツ中継、ドラマ、バラ
エティーショー、演芸等）

☑開設　□変更　□再免許 ※申請内容に応じて「ﾚ」を付す

BC

例：現在、○○局（中波放送）の放送区域において、○○
型難聴が発生している地域があることから、当該地域の難
聴を解消するため、ＦＭ方式による中継局を開設するも
の。
　なお、開設の必要性に関する資料は別紙のとおり。

都道府県－市区町村コード　〔○○○○○○

3

□日付指定：　　 ．　　．　　.
☑予備免許の日から　○　月目の日
□予備免許の日から　　日目の日

□免許の日
☑日付指定：　R○ ．○．○.
□予備免許の日から　　月以内の日
□免許の日から　　月以内の日

基幹放送の種類コード

９　運用開始の予定期日

10　無線局の目的コード

11　放送事項

12　識別信号

電話番号（ 01　　）　2345　　－  6789
フリガナ　カブシキガイシャ○○テレビ　ソウムタロウ

株式会社○○テレビ　代表取締役社長　総務太郎

4

無線局の目的コード BBC

１　免許の番号

２　申請（届出）の区分

３　無線局の種別コード

13　基幹放送局の名称

14　電波の型式並びに希望する周波
　数の範囲及び空中線電力

４　開設、継続開設又は変更を必要
　とする理由

５　住　所

６　法人又は団体及び代表者氏名

７　希望する運用許容時間

８　工事落成の予定期日

※再免許申請の場合は記載不要

再免許申請の場合は、再免許に係る基幹放送局の免許番号を記載

希望する場合に記載

ただし24時間放送の場合は記載不要

※再免許申請の場合は記載不要

希望する呼出名称があれば記載。
再免許の場合は現に指定されている呼出符号及び呼出名称を上欄から
順に記載.

［05］広告」は記載不要。
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２枚目

別紙に記載のとおり　　※再免許申請の場合は記載不要

法人又は団体
フリガナ

代表者氏名

17　無線設備の工事費

○○○

フリガナ

別紙に記載のとおり

住所

○○○○ 東京都墨田区押上※丁目※番※号

東京都千代田区霞が関※丁目※番※号

無線従事者の常駐場所　　株式会社○○本社（演奏所）

別紙に記載のとおり

（別紙）
□⑴　経営形態及び資本又は出資の額
☑⑵　事業開始までに要する用途別資金及びその調達の方法
□⑶　主たる出資者及びその議決権の数
□⑷　10分の１を超える議決権を有する者に関する事項
□⑸　10分の１を超える議決権を有する他の地上基幹放送事業
者又は３分の１を超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業
者若しくは他の移動受信用地上基幹放送事業者に関する事項
□⑹　役員に関する事項
□⑺　放送番組の編集の基準
□⑻　放送番組の編集に関する基本計画
□⑼　週間放送番組の編集に関する事項
□⑽　放送番組の審議機関に関する事項
□⑾　放送番組の編集の機構及び考査に関する事項
□⑿　災害放送に関する事項
□⒀　試験、研究又は調査の方法及び具体的計画
□⒁　試験の方法及び具体的計画
□⒂　放送事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要
☑⒃　将来の事業予定
☑⒄　事業収支見積り
□⒅　放送番組の主たる利用見込者
□⒆　免許の期間における事業並びに資産、負債及び収支の実
績

21　基幹放送の業務を維持
　するに足りる技術的能力

23　備考

22　事業計画等

19　基幹放送の業務に用い
　られる電気通信設備の概
　要

20　放送法第２条第24号の
　基幹放送局設備の範囲

18　認定を受けようとする
　者の氏名又は名称

15　無線局の区別

1

2

T

設置場所番号
設置場所の区
別コード

無
線
設
備
の
設
置
場
所

16
都道府県-市
区町村コード

S ○○○○

※再免許申請の場合には、申請者においてその内容に変更がないこ
とを確認した場合は、「現に免許をうけているものと同一である」
旨を記載し、当該事項に関する記載を省略するとともに、添付を省

※再免許申請の場合には、申請者においてその内容
に変更がないことを確認した場合は、「現に免許を
うけているものと同一である」旨を記載し、当該事
項に関する記載を省略するとともに、添付を省略可
能

「13 基幹放送局の名称」の欄と同じ内容を記載

「無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するための コード表（無線局の目的コード及び通信事項コードを除

く。）を定める件」(平成16年11月9日 総務省告示第859号により、該当するコードを記載

特定地上基幹放送局以外の
地上基幹放送局の場合に記載

特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の場合に記載

再免許申
請の場合
は、（2）の
✓を外し、
（19）に✓
を付ける。
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３枚目

24　無線局の区別 ○○○

使用する無線設備の区分

放
送
区
域
内
の
世
帯
数
情
報

25

合計 2,266,951 2,238,626

12353 65,678 65,678 100.0%

12354 65,623 58,252 88.8%

12355 7,627 2,345 30.7%

12356 27,672 12,000 43.4%

12349 30,000 30,000 100.0%

12350 4,625 4,625 100.0%

12351 568,675 568,675 100.0%

12352 656,287 656,287 100.0%

□予備送信機 ☑主空中線

12348 25,000 25,000 100.0%

12345 786,356 786,356 100.0%

12347 2,656 2,656 100.0%

26,752 100.0%12346 26,752

□予備空中線

都道府県－市区町村
コード

世帯数
（Ａ）

放送区域内の
世帯数
（Ｂ）

比率（ ）（％）

☑送信所 □予備送信所 ☑主送信機

(A)

(B)
× 100

「13 基幹放送局の名称」の欄と同じ内容を記載
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４枚目

27

□全部 □一部

□全部 □一部

12346 ☑全部 □一部

□全部 □一部

□全部 □一部

□全部 □一部

□全部 □一部

放
送
区
域

□全部 □一部

□全部 □一部

12354 □全部 ☑一部

12355 □全部 ☑一部

12356 □全部 ☑一部

12351 ☑全部 □一部

12352 ☑全部 □一部

12353 ☑全部 □一部

都道府県－市区町村コード 全部・一部の別

12345 ☑全部 □一部

12347 ☑全部 □一部

□全部 □一部

□全部 □一部

□全部 □一部

□全部 □一部

□全部 □一部

□全部 □一部

□全部 □一部

□全部 □一部

□全部 □一部

□全部 □一部

12350 ☑全部 □一部

12348 ☑全部 □一部

12349 ☑全部 □一部

26　無線局の区別 ○○○

使用する無線設備の区分

☑送信所 □予備送信所 ☑主送信機 □予備送信機 ☑主空中線 □予備空中線

「13 基幹放送局の名称」の欄と同じ内容を記載

11



５枚目

35 外国人等直接保有議決権割合と
外国人等間接保有議決権割合とを合
計した割合

○○ＤＴＶに同じ。
○○ＤＴＶに同じ。

○○ＤＴＶに同じ。

33　特定役員の氏名又は名称
34　外国人等直接保有議決権割合

31　通信事項コード

32　通信の相手方

30　無線局の区別
「13 基幹放送局の名称」の欄と同じ内容を記載

基
幹
放
送
に
加
え
て
基
幹
放
送
以
外
の
無
線
通
信
を
す
る
無
線
局
の
場
合
に
記
載

「無線局免許申請書等に添付する無線局事
項書の無線局の目的コードの欄及び通信事
項コードの欄に記載するためのコード表を定
める件」(平成16年11月9日 総務省告示第860

個々に記載することが困難な場合は、
「○○所属の受信設備」のように記載
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別紙(16) 将来の事業予定（補完中継局の整備計画）

）

都
市
型

外
国
波

地
理
的

空中線電
力(kW)

空中線利
得

（ｄB）
海抜高(m)

カバーエ
リア半径

（㎞）

予備免許
日

工事開始
時期

工事完了
時期

本免許日
整備費
（百万
円）

土地取得
費（百万

円）

①の「開設目的」欄には、難聴対策又は災害対策のうち該当する目的を全て選択してください。なお、災害対策については、以下の該当する項目を併せて選択してください。
(1)AMラジオ放送局の放送設備の設置場所が以下のような地域であって、かつ、自然災害により放送設備が大きな被害を受ける可能性が高い地域

①都道府県等の策定したハザードマップ等による津波等の浸水深予測により、津波等が到達し被害が想定されている地域
②河川敷内又は水防法に基づき指定された外水氾濫区域（浸水想定区域）内にあり、洪水による被害が想定されている地域
③放送設備が設置された敷地内に活断層があることが判明している地域
④土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき指定された土砂災害警戒区域又は土砂災害特別警戒区域内にあり、土砂災害による被害が想定されている地域
⑤都道府県等が策定した液状化マップ等により、液状化による被害が想定されている地域
⑥上記のほか、法令又は条例等に基づき、都道府県又は市町村が特定した自然災害により大きな被害を受ける可能性が高い地域

（当該都道府県又は市町村とAMラジオ放送事業者との間の災害放送協定等に当該地域内のAMラジオ放送局に係る災害対策FM補完中継局の必要性が盛り込まれている場合に限る。）
(2)放送対象地域の沿岸の大部分において高い津波等が予想される地域

②の「放送局名」欄には、想定される放送局名を記載してください。
③の「FM補完中継局の区分」欄には、「AMラジオ放送を補完するFM中継局に関する制度整備の基本的方針」Ⅱ‐２に規定する「親局の主たるFM補完局」「その他のFM補完局」のうち該当するものを選択してください。
④の「被補完局名」欄には、補完の対象となる親局又は中継局の放送局名を記載してください。
⑤の「想定される空中線電力、空中線利得、海抜高、カバーエリア半径」欄には、当該放送局の空中線電力、空中線利得、海抜高（送信アンテナ高）、補完するエリアの半径を記載してください。
⑥の「設置場所」欄には、想定される設置場所をなるべく具体的に記載してください。（記載例：○○市の○○山頂、○○市の○○タワー）
⑦の「他事業者との共用関係」欄には、設置場所とする鉄塔などで共建、共用することが想定されている他の放送事業者がいる場合は記載してください。
⑧の「放送対象エリア」欄には、当該放送局でカバーされる地域をなるべく具体的に記載してください。
⑨の「対象世帯数」欄には、当該放送局でカバーされる世帯数を記載してください。
⑩の「予備免許日、工事開始時期、工事完了時期、本免許日」欄には、既に予備免許を受けている場合は予備免許の日を、既に本免許を受けている場合は本免許の日を記載してください。

また、当該放送局の想定される工事開始時期及び工事完了時期を記載してください。時期未定であっても、「5年以内」とするなど、なるべく具体的に記載してください。
⑪の「整備費、土地取得費」欄には、想定される整備費及び土地取得費の金額を記載してください。
⑫の「補助金希望又は交付決定」欄には、「民放ラジオ難聴解消支援事業」又は「放送ネットワーク整備支援事業」のいずれかを希望する場合又は交付決定を受けている

場合に選択してください。
⑬の「補足」欄には、補足事項があれば記載してください。
（注）　新たに開設する予定の中継局について記載してください。（再免許の申請においては、免許申請において記載した局で未開局のものも含めて記載してください。）新たに開設する予定の中継局がない場合は、「新規開設予定なし」と記載してください。

⑥設置場所
⑫補助金希
望又は交付

決定
⑬補足

（放送事業者名：

①開設目的
⑪整備費、土地取得

費
⑩予備免許日、工事開始時期、工事完

了時期、本免許日
⑦他事業者と
の共用関係

⑧放送対象エリ
ア

⑤想定される空中線電力、空中線利得、
海抜高、カバーエリア半径

⑨対象世帯
数

災害対策

②放送局名
③ＦＭ補完
中継局の

区分

④被補完局
名
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別紙(17) 事業収支見積り 

ア（ｱ） 見積表

科 目

第１年目 第２年目 第３年目 第４年目 第５年目

事業

収支

基幹放

送の業

務を行

う事業

の収支

事業

収支

基幹放

送の業

務を行

う事業

の収支

事業

収支

基幹放

送の業

務を行

う事業

の収支

事業

収支

基幹放

送の業

務を行

う事業

の収支

事業

収支

基幹放

送の業

務を行

う事業

の収支

１ 売上高

放送料

有料放送料

放送番組制作料

放送番組売上料

放送受託費

（放送局設備供給役務料）

その他

２ 売上原価

放送費

技術費

人件費

減価償却費

その他

３  売 上総 利 益

（1-2) 
４  販売費及び一

般管理費

販売費

一般管理費

人件費

減価償却費

その他

５ 営業利益

（3-4） 
６ 営業外収益

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
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７ 営業外費用

８ 経 常 利 益

（5+6-7) 

備 考

（注１） この表に掲げた科目に計上すべき金額がないときは、当該科目の記載を省略してくだ

さい。

（注２） 事業収支の欄は、申請者が行う放送事業及び兼営する事業の収支を総合したものを記

載してください。 

（注３） 兼営者の場合であって、放送の種類ごとに区分できるものについては項目ごとに区分

して記載してください。 

（注４） 第１年目は申請年度としてください。ただし、前年度の決算が再免許等申請期間以降

となる場合には、申請の前年度を第１年目としてください。（例：令和５年９月決算の申

請者については、令和４年10月１日から令和５年９月30日までが第１年目となります。） 

（注５） 備考の欄は、事業収支が相償わない場合における措置を記載してください。 

（注６） 放送受託費の欄は、申請者が基幹放送局提供事業者である場合に限り記載することと

し、自己の申請に係る認定基幹放送事業者との間で締結した放送局設備供給契約に基づ

く当該供給役務料金収入見込みを記載してください。 

（注７） 次の書類を添付してください。 

ア 放送料表

イ 最近の決算期における計算書類（電波法施行規則第43条の２第２項の規定により提

出済みであるときは、添付を省略することができます。） 

ウ 売上高の将来見積りの算出の根拠についての概要（伸び率等の係数を用いる上でど

のような市況動向予測調査、レポート等に基づき算出されたか等を説明するもの） 

エ その他参考となる資料

（注８） 最終年度の売上高が初年度の売上高を下回る場合は、費用削減方策について、別紙（1

7）ア(ｲ)の様式に記載してください。

（注９） 追加的にキャッシュフロー等の財務資料の提出や個別ヒアリング等を要請することが

あります。 
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イ 見積りの根拠

（ｱ）収益 （略） ← 提出は不要です。

（ｲ）費用

第○年目

科 目 金  額 根  拠

千円

（注１） 11･12頁 ア（見積表）の２及び４の項の費用の科目ごとに、第１年目、第２年

目、第３年目、第４年目及び第５年目の別に記載してください。ただし、売上原

価及び販管費のその他及び営業外費用の科目については適宜の様式により記載し

てください。なお、第1年目については、開始時期が分かるように、表の上に「第

１年目（令和○○年○○月から）」のように表記してください。 

（注２） 根拠の欄は、単価、数量、員数、月数等をできる限り詳細に記載してください。 

（注３） 「補完中継局に係る費用負担」が明確にわかるよう、項目ごとに「補完中継局

に係る費用」を区分して記載してください。 
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３ 開設を必要とする理由に関する

資料の作成要領 
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＜３ 開設を必要とする理由に関する資料の作成要領＞ 

無線局事項書の「４ 開設、継続開設又は変更を必要とする理由」の別紙資料の

作成に当たっては、以下の方法により作成すること。 

Ⅰ．難聴地域の調査等について 

１．都市型難聴 

【都市型難聴地域の特定】 

(1) 中波放送の親局の放送区域
※１

（その他の補完中継局の場合は、中波放送の中

継局等の放送区域）において、ビル等の建築物による遮へいや建築物の鉄筋コ

ンクリート壁等により、屋内外で中波放送の法定電界強度
※２

を継続して満たし

ていない地点（以下「電界強度不足地点」という。）の分布を調査する。具体的

には、中波放送の親局の放送区域等において、原則として、１ｋｍ四方のメッ

シュ単位
※３

に測定することとし、屋外で電界強度不足地点を探索する。（自動車

に積んだ測定機により走行しながら１ｋｍメッシュ単位に 50ポイント程度を自

動測定する方法を推奨）

なお、広域圏の中波放送のように、都市型難聴地域が広範なことが想定される

場合は、その広がりを合理的に推定できる範囲で、適当な間隔をあけたメッシュ

単位に測定する。また、補完中継局の開設目的が複数の目的に該当し、災害対策

が主たる目的、都市型難聴対策が従たる目的である場合であって、難聴の発生し

ている地域等に関する資料の提出を追加で行う際は、調査の効率化を図るため

に、適当な間隔をあけたメッシュ単位に測定する。 
（測定例を「参考２」に示す。） 

また、公共施設や災害時に避難所として利用が予想される建築物等
※４

におい

て、災害時等に避難住民等が集中するエントランス付近の屋内等で電界強度測定

を行い、電界強度不足地点を探索する。ただし、電界強度測定を行うことが困難

な場合は、主観評価法
※５

に基づき評価
※６

を行い、その評価結果が継続して２以

下となる地点
※７

を探索する。
（評価基準を「参考３」に示す。） 

※１ 中波放送事業者の放送対象地域が関東広域圏、中京広域圏、近畿広域圏である場合は、

それぞれ東京都、愛知県、大阪府、その他の複数の府県である場合（滋賀県・京都府、鳥

取県・島根県及び佐賀県・長崎県）は、中波放送の親局の放送区域又は当該補完中継局の

送信設備の設置場所の属する府県の府県庁所在地及びその周辺の地域 

※２ 平成 23年総務省告示第 284号（中波放送を行う基幹放送局の地上波電界強度を定める

件）に規定する中波放送を行う基幹放送局の電界強度

※３ 受信障害対策中継局の場合は 250ｍ四方のメッシュ単位

※４ 屋内は、例えば、市役所、消防署等の公共施設、災害時に避難所として利用が予想され

る学校・公民館、民間の建築物等のエントランス付近、電車等の公共交通機関の内部

※５ 平成 23年総務省告示第 279号（登録検査等事業者等規則第 20条及び別表第７号第３の

３(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験

の具体的な確認の方法）に規定する主観評価
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※６ 主観評価法は、２名以上により２回以上の主観評価を行い、受信状況を判定

※７ 当該地点で県域の超短波放送の主観評価結果は３以上であることの確認が必要

(2) 電気雑音の影響等※８により、屋外で中波放送の受信が継続して困難な地点

（以下「雑音障害発生地点」という。）の分布を調査する。

具体的には、電気雑音等により中波放送の聴取が困難と想定される地点におい

て、屋外で主観評価法※９に基づき評価※10を行い、その評価結果が継続して２以

下となる雑音障害発生地点※11を探索する。 

※８ 電子機器類、電車等の公共交通機関、工場等からの電気雑音、他の放送対象地域の国内

放送による雑音

※９ 平成 23年総務省告示第 279号（登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線

設備の総合試験の具体的な確認の方法）に規定する主観評価

※10 主観評価法は、２名以上により２回以上の主観評価を行い、受信状況を判定

※11 当該地点で県域の超短波放送の主観評価結果は３以上であることの確認が必要

(3) 当該放送区域等において電界強度不足地点又は雑音障害発生地点が分布して

いる地域を都市型難聴地域とすることとし、(1)及び(2)により電界強度不足地

点又は雑音障害発生地点が存在したメッシュのうち一定程度の連続性のあるも

のを包含した地域を都市型難聴地域と特定する。
（難聴地域の特定例を「参考４」に示す。） 

なお、都市型難聴地域が存在しない場合は、都市型難聴対策に係る補完中継局

は開設できない。 

２．外国波混信対策 

【外国波混信地域の特定】 

(1) 中波放送の親局の放送区域※1（その他の補完中継局の場合は、中波放送の中継

局等の放送区域）において、中波放送への外国からの電波の混信により、当該中

波放送の受信が継続して困難となる地点（以下「外国波混信発生地点」という。）

の分布を調査する。
（測定例を「参考２」に示す。） 

具体的には、中波放送の親局の放送区域等において、原則として、１ｋｍ四方

のメッシュ単位※２に屋外で主観評価法※３に基づき評価※４を行い、その評価結果

が継続して２以下となる外国波混信発生地点※５を探索する。 
 （評価基準を「参考３」に示す。） 

※１ 中波放送事業者の放送対象地域が関東広域圏、中京広域圏、近畿広域圏である場合は、

それぞれ東京都、愛知県、大阪府、その他の複数の府県である場合（滋賀県・京都府、鳥取

県・島根県及び佐賀県・長崎県）は、中波放送の親局の放送区域又は当該補完中継局の送信

設備の設置場所の属する府県の府県庁所在地及びその周辺の地域

※２ 受信障害対策中継局の場合は 250ｍ四方のメッシュ単位

※３ 平成 23年総務省告示第 279号（登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線

設備の総合試験の具体的な確認の方法）に規定する主観評価

※４ 主観評価法は、２名以上により２回以上の主観評価を行い、受信状況を判定
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※５ 当該地点で県域の超短波放送の主観評価結果は３以上であることの確認が必要

(2) 当該放送区域等において、外国波混信発生地点が分布している地域を外国波

混信地域とすることとし、(1)により外国波混信発生地点が存在したメッシュの

うち一定程度の連続性のあるものを包含した地域を外国波混信地域と特定する。 
 （難聴地域の特定例を「参考４」に示す。） 

なお、外国波混信地域が存在しない場合は、外国波混信対策に係る補完中継局

は開設できない。 

３．地理的・地形的難聴対策 

【地形的難聴地域の特定】 

(1) 中波放送の中継局等の放送区域において、地形的な遮へいにより中波放送の

法定電界強度※１を満たしていない電界強度不足地点の分布を調査する。

具体的には、中波放送の中継局の放送区域について、農村部で小規模な集落が

点在しているような場合は集落単位に、又は都市部は原則として１ｋｍ四方のメ

ッシュ単位※２に、屋外で電界強度不足地点を探索する。 
（測定例を「参考２」に示す。） 

また、公共施設や災害時に避難所として利用が予想される建築物等※３において、

災害時等に住民等が集中するエントランス付近の屋内等で電界強度測定を行い、

電界強度不足地点を探索する。ただし、電界強度測定を行うことが困難な場合は、

主観評価法※４に基づき評価※５を行い、その評価結果が２以下となる地点※６を探索

する。 
（評価基準を「参考３」に示す。） 

※１ 平成 23年総務省告示第 284号（中波放送を行う基幹放送局の地上波電界強度を定める件）

に規定する中波放送を行う基幹放送局の電界強度

※２ 受信障害対策中継局の場合は 250ｍ四方のメッシュ単位

※３ 屋内は、例えば、市役所、消防署等の公共施設、災害時に避難所として利用が予想される

学校・公民館、民間の建築物等のエントランス付近、電車等の公共交通機関の内部

※４ 平成 23年総務省告示第 279 号（登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設

備の総合試験の具体的な確認の方法）に規定する主観評価

※５ 主観評価法は、２名以上により２回以上の主観評価を行い、受信状況を判定

※６ 当該地点で県域の超短波放送の主観評価結果は３以上であることの確認が必要

(2)当該放送区域で、電界強度不足地点が分布している地域を地形的難聴地域とす

ることとし、(1)により電界強度不足地点が存在したメッシュのうち一定程度の

連続性のあるものを包含した地域あるいは適当な数の電界強度不足地点が存在

した集落を地形的難聴地域と特定する。
（難聴地域の特定例を「参考４」に示す。） 

なお、地形的難聴地域が存在しない場合は、地形的難聴対策に係る補完中継局

は開設できない。

【地理的難聴地域の特定】 

(1) 中波放送の中継局等の放送区域において、地形的な遮へいに起因する難聴で

はなく、例えば、同期放送を行っている中波放送事業者において中継局間の放送
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区域の境界等における電波の混信（ビート混信）等により、当該ラジオ放送の受

信が継続して困難となる地点（以下「地理的難聴発生地点」という。）の分布を

調査する。 
（測定例を「参考２」に示す。） 

具体的には、中波放送の中継局等の放送区域について、農村部で小規模な集落

が点在しているような場合は集落単位に、又は都市部は原則として１ｋｍ四方

のメッシュ単位※１に、屋外で主観評価法※２に基づき評価※３を行い、その評価結

果が継続して２以下となる地理的難聴発生地点※４を探索する。 
（評価基準を「参考３」に示す。） 

※１ 受信障害対策中継局の場合は 250ｍ四方のメッシュ単位

※２ 平成 23年総務省告示第 279号（登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備

の総合試験の具体的な確認の方法）に規定する主観評価 

※３ 主観評価法は、２名以上により２回以上の主観評価を行い、受信状況を判定

※４ 当該地点で県域の超短波放送の主観評価結果は３以上であることの確認が必要

(2) 当該区域内で、地理的難聴地点が分布している地域を地理的難聴地域とする

こととし、(1)により地理的難聴発生地点が存在したメッシュのうち一定程度の

連続性のあるものを包含した地域あるいは適当な数の地理的難聴発生地点が存

在した集落を地理的難聴地域と特定する。
（難聴地域の特定例を「参考４」に示す。） 

なお、地理的難聴地域が存在しない場合は、地理的難聴対策に係る補完中継局

は開設できない。 

４．災害対策 

【放送被害懸念地域の特定】 

(1) 災害対策の補完中継局の免許申請に当たっては、中波放送を行う基幹放送局

の送信設備及び中継回線設備（以下「送信設備等」という。）の設置場所が、次

のア又はイに該当することを示す資料を提出する。

具体的には、送信設備等の設置場所がアの①から⑥までのいずれか一以上の

地域に該当していることを示す資料（例えば、①については都道府県等のハザー

ドマップ等による津波の浸水深予測）、及び送信設備等の仕様、設置状況（嵩上

げの状況等）をもとに、そのような自然災害等の発生により送信設備等に大きな

破損、障害等が発生し、放送の継続ができなくなる可能性が高いことを具体的に

示す資料を提出する。 

また、送信設備等の設置場所がイに該当している場合は、そのことを示す資料

を提出する。 

なお、災害対策の補完中継局については、免許申請者に対し、空中線電力等の

審査に関し必要な資料（例えば、平時における空中線電力の必要性も留意するた

めの難聴の発生している地域等に関する資料）の提出を追加で求めることがあ

る。 

ア 中波放送を行う基幹放送局の送信設備等の設置場所が以下のような地域で

あって、自然災害等により送信設備等に大きな破損、障害等が発生し、放送

の継続ができなくなる可能性が高いと認められる場合
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① 都道府県等の策定したハザードマップ等による津波等の浸水深予測によ

り、津波等が到達し被害が想定されている地域 

② 河川敷内又は水防法に基づき指定された外水氾濫区域（浸水想定区域）

内にあり、洪水による被害が想定されている地域 

③ 送信設備等が設置された敷地内に活断層があることが判明している地域 

④ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基

づき指定された土砂災害警戒区域又は土砂災害特別警戒区域内であって、

土砂災害による被害が想定されている地域 

⑤ 都道府県等が策定した液状化マップ等により、液状化による被害が想定

されている地域 

⑥ 上記のほか、法令又は条例等に基づき、都道府県又は市町村が特定した

自然災害により送信設備等が大きな被害を受ける可能性が高い地域（当該

都道府県又は市町村と中波放送事業者との間の災害放送協定等に当該地域

内の送信設備等に係る災害対策の補完中継局等の必要性が盛り込まれてい

る場合に限る。） 

 

イ 放送対象地域の沿岸の大部分において大規模な津波等の被害が発生する可能

性が高い場合は、上記のアに加えて、当該地域内に限り災害対策の補完中継局

の免許申請を認めることとする。 

  

(2) 中波放送を行う基幹放送局の送信設備等が以上のような地域に設置されてい

る場合であって、自然災害等の発生により放送の継続が困難となるおそれのあ

る地域を放送被害懸念地域と特定する。 

なお、放送被害懸念地域が存在しない場合は、災害対策に係る補完中継局は開

設できない。 

 

Ⅱ．補完中継局の空中線電力及び設置場所 

１．補完中継局の空中線電力 

ア 親局の主たる補完中継局 

    当該補完中継局の送信設備の設置場所の属する都道府県※１を放送対象地域

とする超短波放送を行う基幹放送局の親局（以下「県域の超短波放送を行う親

局」という。）に使用させることのできる空中線電力（当該補完中継局の送信空

中線の海抜高が当該親局よりも高くなる場合は、原則として、当該海抜高が高

くなることによる放送区域の拡大効果を減じた空中線電力）の値を超えてはな

らない。 

この場合において、当該補完中継局の空中線電力は、中波放送の親局の放送

区域※２のうち都市型難聴地域、外国波混信地域又は放送被害懸念地域における

超短波放送の法定電界強度※３を確保するために必要最小の値とする。 

なお、送信空中線の海抜高が高くなることによる放送区域の拡大効果につい

ては、県域の超短波放送を行う親局の近郊に補完中継局を置局する場合は、補

完中継局に係る送信の規模は当該放送対象地域における県域の超短波放送を行

う親局に係る送信の規模を超えてはならないものとし、県域の超短波放送を行

う親局から離れた場所に補完中継局を置局する場合は、難聴地域における法定

電界強度を確保できるよう難聴地域方向への送信の規模は調整できるものとす

る。 
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イ その他の補完中継局

原則100W以下とし、中波放送の中継局等の放送区域のうち都市型難聴地域、

外国波混信地域、地形的難聴地域、地理的難聴地域又は放送被害懸念地域にお

ける超短波放送の法定電界強度※を確保するために必要最小の値とする。 

※１ 都道府県（中波放送の放送対象地域が関東広域圏の場合にあっては東京都、中京広域圏

の場合にあっては愛知県、近畿広域圏の場合にあっては大阪府）を放送対象地域とする超短

波放送を行う他の基幹放送事業者（日本放送協会（茨城県を除く。）及び放送大学学園を除

く。）

※２ 中波放送の親局の放送区域（中波放送の放送対象地域が関東広域圏の場合にあっては東

京都、中京広域圏の場合にあっては愛知県、近畿広域圏の場合にあっては大阪府、二の府県

を含む場合（滋賀県・京都府、鳥取県・島根県及び佐賀県・長崎県）にあっては中波放送の親

局の放送区域又は当該補完中継局の送信設備の設置場所の属する府県の府県庁所在地及びそ

の周辺の地域とする。

※３ 平成23年総務省告示第285号（超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送

を行う基幹放送局の地上波電界強度の値を定める件）に規定する超短波放送の電界強度、な

お、昭和47年の電界強度最終改定時における地方自治体の境界における値とする。

２．補完中継局の設置場所 

親局の主たる補完中継局や空中線電力が 20W を超えるその他の補完中継局につ

いては、他の無線局への感度抑圧対策又は相互変調による混信対策の観点から、

県域の超短波放送を行う親局もしくは中継局の設置場所又はテレビ放送局の親局

もしくは中継局の設置場所に置局する。ただし、このような場所への置局が困難

であり、別の場所に置局する場合は、混信対策等に十分な配慮を行うこととする。 

Ⅲ．開設の必要性に関する資料 

補完中継局の開設目的が複数の目的に該当する場合は、最も大きな空中線電力

が必要となる開設目的（「主たる開設目的」）及び主たる開設目的以外の「従たる

開設目的」に関する資料を添付することとする。複数の開設目的に該当する場合

は、必要に応じて、別紙１と別紙２の提出資料（総括表）の両方を提出する。 

なお、地理的・地形的難聴対策については、主たる補完中継局における主たる

開設目的の対象には含まない。 

(1) 災害対策を開設目的とする補完中継局は、免許申請に通常必要な資料に加え

て、補完対象となる中波放送を行う基幹放送局の概要、災害による送信設備等

の被害想定及びその原因、希望する送信の規模※１等について、別紙１の総括表

に記載するとともに、以下の添付資料を併せて提出する。

なお、主たる補完中継局であって、免許申請の空中線電力が県域の超短波放

送を行う親局の空中線電力と同等になる場合は、原則として、難聴状況を示す

資料（（２）の④⑤⑥⑦）も提出する。 

※１ 空中線電力、送信の規模については「Ⅱ．補完中継局の空中線電力及び設置場所」の

規定を十分に踏まえて検討すること。

【添付資料】 

① 補完中継局による放送ネットワーク図（その他の補完中継局を開設する場

合に限る。）

② 希望する補完中継局の放送区域図
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③ 補完対象の中波放送を行う基幹放送局（親局又は中継局）の放送区域図

④ 補完対象の中波放送を行う基幹放送局（親局又は中継局）の送信所の平面

図、立体図及び写真（高さ、大きさが分かる縮尺又は数値を記載）

⑤ 補完対象の中波放送を行う基幹放送局周辺に関する地方公共団体等による

自然災害等の発生時における被害想定を示した資料（以下「ハザードマッ

プ等」という）（「ＡＭラジオ放送を補完するＦＭ補完局に関する制度整備

の基本的方針」におけるⅢ３(1)の①から⑥までに該当する場合）

⑥ 希望する補完中継局周辺に関するハザードマップ等

⑦ ⑤のハザードマップ等で想定されている自然災害等により、送信設備及び

中継回線設備（以下「送信設備等」という）に大きな破損、障害等が発生

し、放送の継続ができなくなる可能性が高いことを示す資料

⑧ ハザードマップ等では放送の継続ができなくなる可能性が高いことを示す

ためには不十分（関係性が不明確）である場合、大きな破損、障害等が発

生し、放送の継続ができなく可能性が高いことを具体的に示すために外部

専門家等が調査分析を行った資料

⑨ ⑦に該当し、送信設備等の建設時又は改修時に既にハザードマップ等が策

定・公表されていた場合は、そのような被災リスクがあるにもかかわら

ず、現在の場所に建設した理由、又は改修時に現在の場所から移転してい

ない理由に関する資料

⑩ 難聴状況を示す資料（主たる補完中継局であって、免許申請の空中線電力

が県域の超短波放送を行う親局の空中線電力と同等になる場合）

⑪ 南海トラフ地震等により県内の沿岸の大部分で大規模な津波等の被害が発

生する可能性が高い場合はそのことを示す資料（ 「ＡＭラジオ放送を補完

するＦＭ補完局に関する制度整備の基本的方針」におけるⅢ（２）に該当

する場合）

(2) 都市型難聴対策、外国波混信対策又は地理的・地形的難聴対策を開設目的とす

る補完中継局は、免許申請に通常必要な資料に加えて、補完対象となる中波放送

を行う基幹放送局の概要、難聴の発生原因、希望する送信の規模※２等について、

別紙２の総括表に記載するとともに、以下の添付資料を併せて提出する。

※２ 空中線電力、送信の規模については「Ⅱ．補完中継局の空中線電力及び設置場所」の

規定を十分に踏まえて検討すること。

なお、都市型難聴対策、外国波混信対策又は地理的・地形的難聴対策のうち、

複数の開設目的に該当する場合は、別紙２の提出資料（総括表）に主たる開設目

的と従たる開設目的を記載した上で、一つにまとめて申請することも可能であ

る。その場合は、それぞれの難聴について発生原因等が明確に分かるよう記載す

る。 

【添付資料】 

① 補完中継局による放送ネットワーク図（その他の補完中継局を開設する場合

に限る。）

② 希望する補完中継局の放送区域図

③ 補完対象の中波放送を行う基幹放送局（親局又は中継局）の放送区域図

④ 補完対象の中波放送を行う基幹放送局の電界強度の測定結果、受信状況調査結

果に関する資料の一覧表（両方又は何れか一方）
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⑤ 補完対象の中波放送を行う基幹放送局の難聴の発生状況（地図）（希望する補

完中継局の放送区域図も記載したもの） 

  ＜都市型難聴、外国波混信、地理的難聴の受信状況について＞ 

⑥ 中波放送の難聴地点における受信状況調査の結果を示す資料 

  ＜都市型難聴、地形的難聴の電界強度について＞ 

⑦ 中波放送の難聴地点における電界強度の測定結果を示す資料 

 

ア 都市型難聴対策 

⑦の作成に当たっては、電界強度の測定については、【参考１】のような測定装

置によって実測を行い、【参考２】のような実測データ等を提出する。電界強度の

測定が困難な場合であって、主観評価によって受信状況を確認する場合は【参考

３】の評価基準に従って実測を行う。⑥、⑦については、中波放送の難聴地点の

電界強度の値（屋内外※３の別を示すこと）を記録した資料（地図又は表）、及び電

気雑音の影響等を受けた際の中波放送の受信状況を主観評価した結果（屋内外※３、

公共交通機関内、他の中波放送からの雑音の別を示すこと）を記録した資料（地

図又は表）とする。ただし、実測データ及び録音情報は免許期間中において中波

放送事業者にて保管しておく。 

※３ 屋内は、例えば、市役所、消防署等の公共施設、災害時に避難所として利用が予想され

る学校・公民館、民間の建築物等のエントランス付近、電車等の公共交通機関の内部 

また、⑤については、【参考４】のように、中波放送の放送区域を１ｋｍメッシ

ュに分割し、測定した電界強度から法定電界強度を下回る難聴地点又は主観評価

により評価結果が２以下となった難聴地点をメッシュの中に記載し、そのような

メッシュのうち一定程度の連続性があるものを包含した地域である都市型難聴地

域、希望する補完中継局の放送区域を示した地図とする。 

なお、都市型難聴地域を示す地図上に描く補完中継局の放送区域は、補完を希

望する対象エリアにおいて、等電界となる線を法定電界の高い順に１ｍV/m 間隔

で記載し、最後は 0.25ｍV/mの線を記載する。  

 

イ 外国波混信対策 

⑥については、外国波混信を受けた際の中波放送の受信状況を主観評価した結

果を記録した資料（地図又は表）とする。ただし、録音情報は免許期間中におい

て中波放送事業者にて保管しておく。 

   ⑤については、【参考４】において、中波放送の放送区域を１ｋｍメッシュに分

割し、外国波混信を受けた際の中波放送の受信状況について、主観評価により評

価結果が２以下となった難聴地点をメッシュの中に記載し、そのようなメッシュ

のうち一定程度の連続性があるものを包含した地域である外国波混信地域、希望

する補完中継局の放送区域を示した地図とする。 

 

ウ 地形的難聴対策 

⑦については、難聴地点の電界強度の値（屋内外※４の別を示すこと）を記録し

た資料（地図又は表）とする。ただし、実測データは免許期間中において中波放

送事業者にて保管しておく。 

※４ 屋内は、例えば、市役所、消防署等の公共施設、災害時に避難所として利用が予想され

る学校・公民館、民間の建築物等のエントランス付近、電車等の公共交通機関の内部 
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⑤については、【参考４】において、中波放送の放送区域を集落又は１ｋｍメッ

シュに分割し、測定した電界強度から法定電界強度を下回る難聴地点をメッシュ

の中に記載し、そのようなメッシュのうち一定程度の連続性があるものを包含し

た地域である地形的難聴地域、希望する補完中継局の放送区域を示した地図とす

る。

エ 地理的難聴対策

⑥については、中波放送を行う基幹放送局間のビート混信等を受けた際の中波

放送の受信状況を主観評価した結果を記録した資料（地図又は表）とする。ただ

し、録音情報は免許期間中において中波放送事業者にて保管しておく。 

⑤については、都市部においては、【参考４】において、中波放送の放送区域を

集落又は１ｋｍメッシュに分割し、ビート混信等を受けた際の中波放送の受信状

況について、主観評価により評価結果が２以下となった難聴地点をメッシュの中

に記載し、そのようなメッシュのうち一定程度の連続性があるものを包含した地

域である地理的難聴地域、希望する補完中継局の放送区域を示した地図とする。

農村部で小規模な集落が点在しているような場合は、集落単位に記載する。 

Ⅳ．既存局等への妨害排除に関する資料 

(1) 混信妨害への対応

混信妨害としては、①他の無線局等に対する混信妨害、②有線電気通信設備を

用いて行われるテレビジョン放送の受信障害、③受信電波を増幅する機器その他

テレビジョン放送の受信設備に係る受信障害、④超短波放送の受信設備に係る受

信障害が考えられる。

（2）混信妨害の発生の可能性がある場合

以下のそれぞれの場合について、調整結果を示す資料を作成し、免許申請時に

提出する（様式は適宜）。 

① 他の無線局等に対する混信妨害

補完中継局の開設により混信妨害の可能性がある場合は、干渉を与える事業者

と干渉を受ける無線局等の免許人との間で混信対策の方策等を決定し、干渉を

与える事業者が複数になる場合は、当該事業者間で対策経費の分担等を決定し、

これらをまとめた調整の結果を提出するものとする。 

② 有線電気通信設備を用いて行われるテレビジョン放送の受信障害、及び受信電

波を増幅する機器その他テレビジョン放送の受信設備に係る受信障害

補完中継局の開設により混信妨害がある場合は、干渉を与える事業者は混信

対策の方策等を決定し、干渉を与える事業者が複数になる場合は、当該事業者

間で対策経費の分担等を決定し、これらをまとめた調整の結果を提出するもの

とする。 

③ 超短波放送の受信設備に係る受信障害

補完中継局の開設により混信妨害がある場合は、干渉を与える事業者と干渉

を受ける超短波放送を行う地上基幹放送事業者との間で混信対策の方策等を

決定し、干渉を与える事業者が複数になる場合は、当該事業者間で対策経費の

分担等を決定し、これらをまとめた調整の結果を提出するものとする。 

（3）混信妨害の発生の可能性がない場合

補完中継局の放送区域と放送区域が重なる超短波放送を行う地上基幹放送事

業者に補完中継局の諸元を連絡し、混信妨害が発生しないことを確認する。 
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開設の必要性に関する資料 

１ 災害対策の対象地域、難聴地域の特定 

（１） 災害対策を開設目的とする補完中継局は、免許申請と共に次の難聴の状況

を別紙１の様式とともに、以下の資料を併せて提出するものとする。 

なお、この他、補完中継局の空中線電力等の審査に関し必要な資料の提出を

求めることがある（親局の主たる補完中継局であって、県域の超短波放送を行

う親局の空中線電力と同等になる場合は、難聴地域の状況について資料の提出

を求める）。 

以下に示す資料を提出すること。 

① 公的機関等による自然災害等の発生時における被害想定を示した資料

（以下「ハザードマップ等」という） 

（「ＡＭラジオ放送を補完するＦＭ補完局に関する制度整備の基本的方

針」のⅢ３(1)の①から⑥まで） 

② ①の想定による自然災害等により、送信設備及び中継回線設備（以下

「送信設備等」という）に大きな破損、障害等が発生し、放送の継続がで

きなくなることを示す資料 

③ 中波放送を行う基幹放送局の設置場所がハザードマップ等の対象エリ

アに含まれていない、最新のハザードマップ等が策定されていない等、ハ

ザードマップ等では②の放送の継続ができなくなる可能性が高いことを

示すためには不十分（関係性が不明確）である場合、送信設備等の工事業

者等から、破損、障害等が発生し、放送の継続ができなくなることを示す

詳細な資料 

④ なお、①及び②に該当する場合であって、送信設備等の建設時又は改修

時に既にハザードマップ等が策定・公表されていた場合は、そのような災

害リスクがあるにもかかわらず、現在の場所に建設した理由、又は改修時

に現在の場所を移動していない理由に関する資料 

（２） 都市型難聴対策、外国波混信対策又は地理的・地形的難聴対策を開設目的

とする補完中継局は、免許申請と共に次の難聴の状況を示す資料を提出するも

のとする。 

なお、都市型難聴対策、外国波混信対策又は地理的・地形的難聴対策は上述の

資料を一つの資料にまとめて申請する事も可能とする。その場合は、原因などが

明確に分かるよう記載すること。 

ア 都市型難聴対策

① 中波放送の電界強度の状況を別紙２の様式とともに、以下の資料を併せて

提出するものとする。なお、電界強度の測定が困難であって、主観評価によ

って受信状況を確認したものは（２）に従って資料を提出するものとする。 

別 添
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② 電気雑音等による中波放送の受信状況を別紙２の様式とともに、以下の

資料を併せて提出するものとする。 

以下に示す資料を提出すること。 

1) 中波放送の放送区域を１ｋｍメッシュに分割し、測定した電界強度か

ら法定電界強度を割る難聴地点又は主観評価により評価結果が２以下と

なった難聴地点を記入し、その上に難聴地点を連続して包含する難聴区

域を示した地図 

2) 難聴地点の電界強度の値（屋内外の別を示すこと）を記録した資料（地

図又は表） 

3) 電気雑音による受信状況を主観評価した結果（屋内外、公共交通機関内、

他の中波放送からの雑音の別を示すこと）を記録した資料（地図又は表）。

ただし、録音情報は免許期間中において中波放送事業者にて保管してお

くこと。 

イ 外国波混信対策

外国波による干渉雑音により中波放送の受信状況を別紙３の様式とともに、

以下の資料を併せて提出するものとする。

以下に示す資料を提出すること。 

① 中波放送の放送区域を１ｋｍメッシュに分割し、外国波混信の状況を

主観評価により評価結果が２以下となった難聴地点を記入し、その上に

難聴地点を連続して包含する難聴区域を示した地図 

② 電気雑音による受信状況を主観評価した結果を記録した資料（地図又

は表）。ただし、録音情報は免許期間中において中波放送事業者にて保管

しておくこと。 

ウ 地理的・地形的難聴対策

① 地形的難聴対策を行う場合は、中波放送の電界強度の状況を別紙２の様式

とともに、以下の資料を併せて提出するものとする。 

以下に示す資料を提出すること。 

1) 中波放送の放送区域を１ｋｍメッシュに分割し、測定した電界強度か

ら法定電界強度を割る難聴地点を記入し、その上に難聴地点を連続して

包含する難聴区域を示した地図 

2) 難聴地点の電界強度の値（屋内外の別を示すこと）を記録した資料（地

図又は表） 

② 地理的難聴対策を行う場合は、中波放送の受信状況を別紙２の様式ととも

に、以下の資料を併せて提出するものとする。 
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以下に示す資料を提出すること。 

1) 中波放送の放送区域を１ｋｍメッシュに分割し、受信状況を主観評価

により評価結果が２以下となった難聴地点を記入し、その上に難聴地点

を連続して包含する難聴区域を示した地図 

2) 中波放送を行う基幹放送局間のビート混信等による受信状況を主観評

価した結果を記録した資料（地図又は表）。ただし、録音情報は免許期間

中において中波放送事業者にて保管しておくこと。 

２ 既存局等への妨害排除 

補完中継局の開設により混信妨害がある場合は、適宜の様式で干渉を与える事業

者との間で混信対策の基本的方策、混信の発生時の苦情の受付方法や対策などをま

とめた調整の結果を提出するものとする。 

なお、様式は定めませんので、適宜調整結果を示す資料を作成し、提出するもの

とする。 
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災害対策を開設目的とする補完中継局の提出資料（総括表） 

 

開設目的 
※ 該当するものにチェッ

クを入れること 
災害対策（□ 主たる開設目的  □ 従たる開設目的）  

放送局名 記載例：○○ＦＭ補完中継局 

中波放送局の免許番号 

（呼出名称） 
記載例：関放第○△□号（○△□ラジオ） 

中波放送局の 

空中線の位置 

記載例：東経○○度△△分□□秒 北緯○度△分□秒 

（○○県△市□□町×丁目◎◎-●） 

災害による送信設備等

の被害想定及びその原

因 

原因 
※ 該当するものにチェックを入

れること 
被害の概要 

☑ 津波（高潮を含む） 

□ 洪水 

□ 活断層 

□ 土砂災害 

□ 液状化 

□ その他（自治体との災害防

災協定等に規定） 

□ 南海トラフ地震等により

県内の沿岸の大部分で大規

模な津波等の被害 

記載例：  

△市のハザードマップによると、

南海トラフ地震の発生時には、親局

の設置場所である□□町×丁目付

近には浸水深３ｍの津波が到達す

ると予想されている。 

親局の送信設備については地表

面からのかさ上げを行っていない

ため、３ｍの津波によりアンテナ給

電点が冠水し、送信設備の機能停止

に至り放送の継続が困難となる。 

希望する送信の規模 
（主たる補完中継局に限

る。） 

記載例：○○dB 

（空中線の海抜高：○ｍ、空中線利得：△dB、空中線電力：□W） 

添付資料一覧 

※ 該当するものにチェッ

クを入れること 

□ 補完中継局による放送ネットワーク図（その他の補完中継局を開

設する場合に限る。） 

□ 希望する補完中継局の放送区域図 

□ 補完対象の中波放送を行う基幹放送局の放送区域図 

□ 補完対象の中波放送を行う基幹放送局の送信所の平面図、立体図

及び写真（高さ、大きさが分かる縮尺又は数値の記載があること） 

□ 補完対象の中波放送を行う基幹放送局周辺のハザードマップ等

（中波放送を行う基幹放送局の送信設備等が災害により被害を受

けることが分かる資料） 

□ 希望する補完中継局周辺のハザードマップ等（補完中継局の送信

設備等が災害により被害を受けないことが分かる資料） 

□ 上記ハザードマップ等において想定されている自然災害等によ

り、送信設備等に破損、障害等が発生し、放送の継続ができなくな

る可能性が高いことを示す資料 

□ 既存局等への妨害排除に関する資料 

別紙１ 

30



＜以下の資料は該当する場合に提出するものとする＞ 

□ ハザードマップ等では不十分な場合は、自然災害等により送信設

備等に大きな破損、障害等が発生し、放送の継続ができなくなる可

能性が高いことを示すために外部専門家等が調査分析を行った資

料 

□ 送信設備等の建設時又は改修時に既にハザードマップ等が策定・

公表されていた場合は、そのような被災リスクがあるにもかかわら

ず、現在の場所に建設した理由、又は改修時に現在の場所から移転

していない理由に関する資料 

□ 難聴状況を示す補足資料（希望する補完中継局の空中線電力が県

域の超短波放送を行う親局の空中線電力と同等となる場合に限

る。） 

□ 南海トラフ地震等により県内の沿岸の大部分で大規模な津波等

の被害が発生する可能性が高いことを示す資料 

※ 当該提出資料の後ろに「添付資料」を添付する。
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都市型難聴対策、外国波混信対策又は地理的・地形的難聴対策を開設目的とする 

補完中継局の提出資料（総括表） 

開設目的 
※ 該当するものにチェッ

クを入れること

□ 都市型難聴対策（□ 主たる開設目的 □ 従たる開設目的） 

□ 外国波混信対策（□ 主たる開設目的 □ 従たる開設目的） 

□ 地形的難聴対策（□ 主たる開設目的 □ 従たる開設目的） 

□ 地理的難聴対策（□ 主たる開設目的 □ 従たる開設目的） 

放送局名 記載例：○○ＦＭ補完中継局 

中波放送局の免許番号

（呼出名称） 
記載例：関放第○△□号（○△□ラジオ） 

中波放送局の 

空中線の位置 

記載例：東経○○度△△分□□秒 北緯○度△分□秒 

（○○県△市□□町×丁目◎◎-●）

難聴の発生原因 
※ 該当するものにチェッ

クを入れること

□ 都市型難聴

□ 電界強度不足

□ 電気雑音等の

影響

□ 外国波混信

□ 地理的難聴

□ 電界強度不足

□ 電気雑音等の

影響

□ 地形的難聴

中波放送の電界強度の

測定結果 
難聴の発生状況は「添付資料」のとおり。 

希望する送信の規模 
（主たる補完中継局に限

る。） 

記載例：○○dB 空中線の指向性を示した図を添付 

（空中線の海抜高：○ｍ、空中線利得：△dB、空中線電力：□W） 

添付資料一覧 
※ 該当するものにチェッ

クを入れること

□ 補完中継局による放送ネットワーク図（その他の補完中継局を

開設する場合に限る。） 

□ 希望する補完中継局の放送区域図

□ 補完対象の中波放送を行う基幹放送局の放送区域図

□ 補完対象の中波放送を行う基幹放送局の電界強度の測定結果、

受信状況調査結果に関する資料の一覧表（両方又は何れか一方） 

□ 補完対象の中波放送を行う基幹放送局の難聴の発生状況（地

図）（希望する補完中継局の放送区域図も記載したもの） 

□ 既存局等への妨害排除に関する資料

＜都市型難聴、外国波混信、地理的難聴の受信状況について＞ 

□ 中波放送の難聴地点における受信状況調査の結果を示す資料

＜都市型難聴、地形的難聴の電界強度ついて＞ 

□ 中波放送の難聴地点における電界強度の測定結果を示す資料

※ 当該提出資料の後ろに「添付資料」を添付する。

別紙２
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【参考１】 

難聴地点の探索のための測定装置例 

１．目的 

「２．測定法」に示す測定法により得られたデータが、その放送区域における法定電

界強度を満足しているか確認する。 

２．測定法 

① 「３．測定装置（例）」に示すような測定装置を用いて、中波放送の放送区域内を

走行しながら、原則として１ｋｍ四方のメッシュ単位で、法定電界を満足しない地域

を調査し、「参考資料２」に示すように地図上にプロットしていく。 

② 地図上にプロットした当該調査データと実聴調査結果により、「別添」の提出フォ

ーマットに調査結果を記載する。 

③ ②で作成した資料に当該地域の中波放送の放送区域図を重ね、法定電界強度を満足

しない地域が放送区域内のものであることが分かるようにする。 

３．測定装置（例） 

① 測定系統図

② 測定装置の設置事例

測定装置の接続写真 測定アンテナの接続写真 
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【参考資料２】 

中波放送の難聴地点における電界強度の測定結果を示す資料の例 

難聴地域の特定のため測定装置等を電測車【参考１】に搭載し、これを用いて１ｋｍメ

ッシュの中を一定の間隔で連続的にＡＭ放送の電波の電界強度を測定し、その測定結果を

以下の地図のように電界強度毎に表示する。 

なお、電測車を使った調査が行えない場合は、ラジオ受信機によりおおよその難聴地域

を探索し、目安をつけた上で、１ｋｍメッシュ内で少なくとも１か所以上電界強度を測定

する。 

＜申請の際に提出いただく電測結果の例＞ 
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【参考資料３】 

主観評価の評価基準

雑音障害発生地点、外国波混信発生地点、地理的難聴発生地点の調査にあたっては、受

信状況の主観評価は以下の要領で実施し、評価結果が継続して２以下となることを確認。 

 中波放送を行う基幹放送局の親局又は中継局の放送区域内において、以下の５段階

で評価で行うこと。

 ２名以上により２回以上（各回の間隔は一時間以上開けること。）の主観評価を行い、

その評価結果を平均化し、その値を四捨五入した値を採用すること。

 当該主観評価における評価時間は３０秒程度とすること。

 主観評価を行う際に使用する中波放送の受信機及び超短波放送の受信機は、いずれ

も録音機能のついたラジカセ等を使用し、その型式も併せて報告すること。

 同一地点で県域の超短波放送の主観評価も実施し、評価結果が継続して３以上であ

ることを確認すること。

 当該地点における受信状況については、録音し、免許期間中において中波放送事業

者にて保管しておくこと。

評価 評価基準 

５ 極めて良好に受信可能 

４ 雑音／混信が小さく良好受信が可能 

３ 多少の雑音／混信で実用可能 

２ 受信はできるが、実用にならない 

１ 受信不能で全く実用にならない 
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【参考資料４】 

補完対象の中波放送の難聴発生状況及び補完中継局の放送区域図の例 

電界強度不足地点及び雑音障害発生地点が存在したメッシュのうち一定程度の連続性が

あるものを包含した地域を難聴地域として特定するため、以下の図では赤色又は黄色のメ

ッシュを包含する線を記入し、これを当該中波放送の難聴地域とする。 

なお、希望する補完中継局の放送区域は、難聴地域を包含する最小のものとし、同地図

中に併せて記載する。  

※１メッシュ＝１ｋｍ×１ｋｍ

※ 当該提出資料は、開示請求等があった場合に公表される可能性がある。

※ 地図データは公表しても支障のないものを使用すること。

中波放送のみ不良の箇所（欄内に受信電界強度、主観評価結果を記載。）

中波放送、超短波放送ともに良好な箇所（測定義務はない。）

建物入口で中波放送のみ不良の箇所

（欄内に受信電界強度、主観評価結果を記載。）

電界強度

主観評価

電界強度

主観評価

電界強度

主観評価

難聴地域 

放送区域 
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４ 参照条文
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＜４ 参照条文＞ 

○放送法施行規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十号）

（超短波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例）

第百十八条 第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、超短波放送（コ

ミュニティ放送を除く。以下この条において同じ。）の業務に用いられる番組送出

設備について適用しない。

２ 第百五条第二項及び第百十五条の規定は、超短波放送の業務に用いられる親局及

びプラン局への送信に係る中継回線設備並びに親局及びプラン局に係る放送局の

送信設備について適用しない。

３・４（略） 

（報告を要する重大な事故）  

第百二十五条 法第百十三条第一項の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送設備

に起因して当該基幹放送設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた

事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のものとする。 

２・３（略） 

４ 前二項の規定にかかわらず、超短波放送に係る重大な事故は、次の各号に掲げる

ものとする。 

一 法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等

設備（特定地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第

四に定める周波数を使用するものに限る。）に起因して放送の全部又は一部を停

止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの 

二 法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備（地上基幹放

送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第四に定める周波数を使用

するものに限る。）に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当

該放送の停止時間が十五分以上のもの 

５・６（略） 
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○電波法施行規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号）

（公示する期間内に申請することを要しない無線局）

第六条の四 法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものと

する。 

一 日本放送協会又は放送大学学園法（平成十四年法律第百五十六号）第三条に規

定する放送大学学園（以下単に「放送大学学園」という。）の基幹放送局（基幹

放送を行う実用化試験局を含む。第七条、第八条及び第四十一条の二の六を除き、

以下同じ。）であつて、他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放

送を行うもの以外のもの 

二 受信障害対策中継放送を行う基幹放送局（前号に掲げるものを除く。）  

三 内外放送を行う基幹放送局 

四 多重放送を行う基幹放送局（次号及び第六号に掲げるものを除く。）  

五 放送法第八条の規定による臨時かつ一時の目的のための放送（以下「臨時目的

放送」という。）を専ら行う基幹放送局 

六 コミュニティ放送（放送法施行規則別表第五号（注）十のコミュニティ放送を

いう。以下同じ。）を行う基幹放送局 

七 同一人に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を

行う基幹放送局（第二号及び前三号に掲げるもの並びに総務大臣が別に告示する

ものを除く。） 

八～十 （略） 
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○基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号） 

第１ 総則 

１ この計画の規定の解釈に関しては、電波及び放送に関する法令並びに基幹放送普

及計画の定めるところによるほか、次の定義に従うものとする。 

(1) 「周波数等」とは、周波数、その周波数に係る電波の送信場所及び空中線電

力をいう。 

(2) 「親局」とは、放送対象地域ごとの放送のうち最も中心的な機能を果たす基

幹放送局をいう。 

(3) 「中継局」とは、親局以外の基幹放送局をいう。 

２ この計画において周波数等は、次により表示する。 

(1)  周波数 

各基幹放送局に使用させることのできる周波数帯の中央の周波数(中波放送及

び超短波放送については、次に掲げる周波数、テレビジョン放送に係るものにつ

いては、次に掲げるチャンネル番号) 

ア 中波放送 

531kHzから 1602kHzまでの 9kHz間隔の周波数 

  イ 超短波放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する

送信の標準方式(平成 23年総務省令第 87号)によるものを除く。)) 

76.1MHzから 94.9MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数 

ウ テレビジョン放送 

(ｱ)～(ｳ)（略） 

(2) 送信場所 

(1)に規定する周波数の電波を送信することができる場所(衛星系の基幹放送に

ついては、対地静止衛星軌道上の経度)。ただし、特に必要と認められる場合は、

この計画と異なる場所を個別に定めることができるものとする。 

(3) 空中線電力 

各基幹放送局に使用させることのできる最大の空中線電力。 

３ 放送対象地域ごとの放送局に使用させることのできる周波数等は、4から 11まで

に規定するものを除き、第 2から第 7までに定めるとおりとする。 

４ 空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじめ特定の周波

数を定めておくことが適当でない次に掲げる中継局に係る周波数等は、当該放送が

その行う放送に係る放送対象地域においてあまねく受信できるようにするため合

理的と認められる範囲内に限り、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため必要

な事項を勘案して個別に定めるものとする。この場合において、(4)の中継局（コ

ミュニティ放送を行うものを除く。）の周波数については、76.1MHzから 89.9MHz

までの 0.1MHz間隔の周波数の中から選定するものとする。 

(1) 中波放送を行う 1kW未満の中継局 

 (2) 中波放送の放送対象地域において外国波による混信対策のため補完的に超短

波放送用周波数を用いて放送を行う中継局（離島を放送区域とするものに限

る。）（５(3)に掲げるものを除く。） 
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(3) 国内放送を行う短波放送の放送対象地域において建築物や地形的原因で生じ

る遮へい又は電気雑音の影響等の要因による受信障害対策のため補完的に超短波

放送用周波数を用いて放送を行う中継局

(4) 超短波放送を行う中継局((2)及び(3)に掲げるものを除く。)

(5) （略）

５ 中波放送を行う基幹放送局の放送区域において災害対策等のため補完的に超短

波放送用周波数を用いて放送を行う中継局（以下「補完中継局」という。）のうち

第４の３に定める周波数を使用するもの以外のもの（以下「その他の補完中継局」

という。）の周波数等は、個別に定めるものとする。この場合において、その他の

補完中継局の開設目的に応じ、周波数については次に掲げるものの中から選定する。

また、空中線電力については原則として 100W以下とし、(1)から(3)までの開設目

的を達成する必要最小のものとする。 

(1) 中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困難となる事

態への対策を開設目的とするその他の補完中継局

 90.1MHzから 94.9MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数 

ただし、当該周波数を割り当てることができず、災害対策のために真に必要な

場合に限り、76.1MHzから 90.0MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数を使用させるこ

とができる。 

(2) 建築物による遮へいによる電界強度の低下又は電気雑音の影響等の要因によ

る受信障害対策を開設目的とするその他の補完中継局

 90.1MHzから 94.9MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数 

(3) 外国波による混信対策又は地形的原因で生じる遮へいによる受信障害対策若

しくは地理的原因による受信障害対策（地形的原因を除いた自然的条件の特殊

性が原因となって発生する受信障害の対策をいう。）を開設目的とするその他

の補完中継局

76.1MHzから 94.9MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数

６～12 (略) 

第２・第３ （略） 

第４ 超短波放送（地上系）を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等 

１・２ （略） 

３ 基幹放送事業者の放送（補完中継局による放送に限る。） 

この周波数の使用は、中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継

続が困難となる事態への対策、建築物による遮へいによる電界強度の低下若しくは

電気雑音の影響等の要因による受信障害対策又は外国波による混信対策を目的と

して開設する場合に限るものとする。 

(1)広域放送

中波放送の放送対

象地域 

中波放送の親局の

送信場所 

補完中継局 

送信場所 周波数（MHz） 

関東広域圏 東 京 東 京 90.5 

91.6 

93.0 
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中京広域圏 名古屋 名古屋 92.9 

93.7 

近畿広域圏 大 阪 大 阪 90.6 

91.9 

93.3 

(注１) 中波放送に係る補完中継局の空中線電力は、上表に掲げる補完中継局の送信

場所の属する都道府県を放送対象地域とする超短波放送を行う他の基幹放送

事業者の基幹放送局の親局に使用させることのできる空中線電力の値を超え

てはならない。この場合において、当該補完中継局の空中線電力は、中波放送

の親局の放送区域のうち受信障害の発生している地域又は災害発生時におい

て中波放送の継続が困難となるおそれのある地域における平成 23年総務省告

示第 285号（超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う

基幹放送局の地上波電界強度の値を定める件）に規定する超短波放送の電界強

度を確保するために必要最小の値とする。 

(注２) 平成 32年 3月 31日までに使用されない場合は、当該周波数について、削除

するものとする。 

(2)県域放送

中波放送の放送対象

地域 

中波放送の親局の

送信場所 

補完中継局 

送信場所 周波数（MHz） 

北 海 道 札 幌 札 幌 90.4 

91.5 

青 森 県 青 森 青 森 91.7 

岩 手 県 盛 岡 盛 岡 90.6 

宮 城 県 仙 台 仙 台 93.5 

秋 田 県 秋 田 秋 田 90.1 

山 形 県 山 形 山 形 92.4 

福 島 県 福 島 福 島 90.8 

茨 城 県 水 戸 水 戸 94.6 

栃 木 県 宇都宮 宇都宮 94.1 

神奈川県 横 浜 横 浜 92.4 

新 潟 県 新 潟 新 潟 92.7 

富 山 県 富 山 富 山 90.2 

石 川 県 金 沢 金 沢 94.0 

福 井 県 福 井 福 井 94.6 

山 梨 県 甲 府 甲 府 90.9 

長 野 県 長 野 長 野 92.2 

岐 阜 県 岐 阜 岐 阜 90.4 

静 岡 県 静 岡 静 岡 93.9 

滋賀県・京都府 京 都 大津又は京都 94.9 

兵 庫 県 神 戸 神 戸 91.1 

和歌山県 和歌山 和歌山 94.2 

42



鳥取県・島根県 米 子 鳥取又は松江 92.2 

岡 山 県 岡 山 岡 山 91.4 

広 島 県 広 島 広 島 94.6 

山 口 県 周 南 周 南 92.3 

徳 島 県 徳 島 徳 島 93.0 

香 川 県 高 松 高 松 90.3 

愛 媛 県 松 山 松 山 91.7 

高 知 県 高 知 高 知 90.8 

福 岡 県 福 岡 福 岡 90.2 

91.0 

佐賀県・長崎県 長 崎 佐賀又は長崎 92.6 

熊 本 県 熊 本 熊 本 91.4 

大 分 県 大 分 大 分 93.3 

宮 崎 県 宮 崎 宮 崎 90.4 

鹿児島県 鹿児島 鹿児島 92.8 

沖 縄 県 那 覇 那 覇 92.1 

93.1 

(注１) 中波放送に係る補完中継局の空中線電力は、当該補完中継局の送信場所の属

する都道府県を放送対象地域とする超短波放送を行う他の基幹放送事業者の

基幹放送局の親局に使用させることのできる空中線電力の値を超えてはなら

ない。この場合において、当該補完中継局の空中線電力は、中波放送の親局の

放送区域のうち受信障害の発生している地域又は災害発生時において中波放

送の継続が困難となるおそれのある地域における平成 23年総務省告示第 285

号（超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送

局の地上波電界強度の値を定める件）に規定する超短波放送の電界強度を確保

するために必要最小の値とする。 

(注２) 平成 32年 3月 31日までに使用されない場合は、当該周波数について、削除

するものとする。 

第５～第７ （略） 
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○電波法関係審査基準(平成十三年総務省訓令告示第六十七号）

(無線局の免許及び再免許並びに予備免許)

第３条 （略） 

(１)～(７) （略） 

(８) 基幹放送局の業務を維持するに足りる経理的基礎は、次のア及びイに適合す

るものであること。

ア （略）

イ 法第６条第２項第３号に規定する事業計画及び事業収支見積りについては、

そ の記載内容が当該地区における諸般の状況等から判断して、客観的に適切

な内容のものであり、希望する免許の有効期間において確実にその事業の計画

を実施することができるものであること。

特に、事業収支見積りにおいて収入が減少傾向にある場合にあっては事業収

支見積りの裏付けとなる費用削減方策が、補完中継局を整備する場合にあって

は当該設備に要する費用負担が免許の有効期間における確実な事業の計画の実

施に支障を来すものではないことが、具体的、かつ、適切に記載されているこ

と。 
(９)～(12) （略） 

(13) 法第６条第７項第４号に定める基幹放送局（地上基幹放送に係るものであっ

て、施行規則第６条の４各号に規定するものを除く。）の免許又は再免許の申請

について、本条本文ただし書きに規定する「基幹放送をする無線局に割り当てる

ことのできる周波数が不足する場合」に該当する場合には、放送局根本基準第10

条の規定に基づき別添６の比較審査基準により比較審査を行う。

(14) （略）

別添６（第３条関係） 

地上系による基幹放送局に係る比較審査基準 

第１ テレビジョン放送

１～５ （略） 

第２ ラジオ放送（超短波放送を行う中継局による放送を除く。）

１～４ （略） 

第３ ラジオ放送（超短波放送を行う中継局による放送に限る。）

免許を受けるべき申請の順位は以下の順とし、同順位となった２以上の申請につい

て更に審査を行う必要があるときは、開設の必要性、周波数利用の効率性、難聴解消

世帯数その他の放送の普及及び健全な発達への寄与の程度を総合的に勘案し、最も公

共の福祉に適合するものを優先するものとする。 

(1) 補完中継局以外の中継局

(2) 補完中継局
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別紙１（第４条関係）無線局の局種別審査基準 

第１（略） 

第２ 地上基幹放送局 

１ 高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送局（地上系）(移動受信用

地上基幹放送を行うものを除く。 ) 

  （略） 

(1)～(8) （略） 

２ 超短波放送局（地上系）（基幹放送用周波数使用計画第１の２(1)イに規定する周

波数を使用するものに限る。）

  （略）  

(1)～(5) （略） 

(6) 申請局が基幹放送用周波数使用計画第１の４(2)に定める中継局である場合

にあっては、(1)から(5)までの基準によるほか、空中線電力は、平成 23 年総務

省告示第 285号（超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行

う基幹放送局の地上電界強度の値を定める件）に規定する電界強度を確保するた

めに必要最小の値であること。

(7) 申請局が基幹放送用周波数使用計画第１の５に規定する補完中継局（以下「補

完中継局」という。）である場合にあっては、(1)から(5)までの基準によるほか、

次のとおりとする。

ア 次のいずれかの対策を目的としているものであること（ただし、(ｴ)について

は、基幹放送用周波数使用計画第１の５に規定するその他の補完中継局に限

る。）。

(ｱ) 中波放送の放送局の送信設備及び中継回線設備（以下「送信設備等」とい

う。）が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困難となる事態への対策（以

下「災害対策」という。）

(ｲ) 建築物による遮へいによる電界強度の低下又は電気雑音の影響等の要因

による受信障害対策（以下「都市型難聴対策」という。）

(ｳ) 外国波による混信対策（以下「外国波混信対策」という。）

(ｴ) 地形的原因で生じる遮へいによる受信障害対策又は地理的原因による受

信障害対策（地形的原因を除いた自然的条件の特殊性が原因となって発生

する受信障害の対策をいう。）（以下「地理的・地形的難聴対策」という。） 

イ 災害対策を目的とする場合にあっては、次のいずれかに該当するものである

こと。

(ｱ) 送信設備等の設置場所が次のいずれかの地域に該当している場合であっ

て、自然災害等により送信設備等に大きな破損、障害等が発生し、放送の継

続ができなくなる可能性が高いと認められるものであること。

Ａ 都道府県又は市区町村の策定したハザードマップ等による津波等の

浸水深予測により、津波等が到達し被害が想定されている地域 

Ｂ 河川敷内又は水防法（昭和 24 年法律第 193 号）に基づき指定された外

水氾濫区域（浸水想定区域）であって、洪水による被害が想定されている

もの 

Ｃ 送信設備等が設置された敷地内に活断層があることが判明している地
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域 

Ｄ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平

成 12年法律第 57号）に基づき指定された土砂災害警戒区域又は土砂災害

特別警戒区域であって、土砂災害による被害が想定されているもの 

Ｅ 都道府県又は市区町村が策定した液状化マップ等により、液状化による

被害が想定されている地域 

Ｆ ＡからＥまでに掲げるもののほか、法令又は条例等に基づき都道府県又

は市区町村が特定した自然災害により送信設備等が大きな被害を受ける

可能性が高い地域（当該都道府県又は市町村と放送事業者との間の災害放

送協定等に当該地域内の送信設備等に係る災害対策の補完中継局等の必

要性が盛り込まれている場合に限る。） 

(ｲ) 中波放送の放送対象地域の沿岸の大部分において都道府県又は市区町村

の策定したハザードマップ等により大規模な津波等の被害が発生する可能

性が高く、災害対策を行う必要性があると認められるものであること。

ウ 都市型難聴対策、外国波混信対策又は地理的・地形的難聴対策を目的とする

場合にあっては、中波放送の放送区域において、平成23年総務省告示第284号

（中波放送を行う基幹放送局の地上波電界強度を定める件）に規定する中波放

送を行う基幹放送局の電界強度を満たさない地点、又は電気雑音の影響や外国

波混信等により中波放送の聴取が困難と判断される地点（平成23年総務省告示

第279号（登録検査等事業者等規則第20条及び別表第７号第３の３(2)の規定に

基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験

の具体的な確認の方法を定める件）第３項第３号の表３の項(3)の受信状況の

評価が２以下である地点）が、継続的かつ原則として１キロメートル四方(受
信障害対策中継局の場合にあっては、250メートル四方)のメッシュ単位で一定

程度の連続性をもって地域的に存在し、その原因等が具体的に確認できるもの

であること。

エ 空中線電力

空中線電力の選定は、次の基準により行う。

(ｱ) 申請局が使用する周波数が基幹放送用周波数使用計画第４の３に定める

ものの場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

Ａ 申請局の送信設備の設置場所の属する都道府県（中波放送の放送対象地

域が関東広域圏の場合にあっては東京都、中京広域圏の場合にあっては愛

知県、近畿広域圏の場合にあっては大阪府）を放送対象地域とする超短波

放送を行う他の基幹放送事業者（日本放送協会（茨城県を除く。）及び放送

大学学園を除く。）の基幹放送局の親局に使用させることのできる空中線電

力（当該補完中継局の送信空中線の海抜高が当該親局よりも高くなる場合

は、原則として、当該海抜高が高くなることによる放送区域の拡大効果を

減じた空中線電力）の値を超えないものであること。 

Ｂ 申請局に係る空中線電力は、中波放送の親局の放送区域（中波放送の放

送対象地域が関東広域圏の場合にあっては東京都、中京広域圏の場合にあ

っては愛知県、近畿広域圏の場合にあっては大阪府、二の府県を含む場合

（滋賀県・京都府、鳥取県・島根県及び佐賀県・長崎県）にあっては中波
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放送の親局の放送区域又は申請局の送信設備の設置場所の属する府県の府

県庁所在地及びその周辺の地域）のうち難聴の発生している地域又は災害

発生時において中波放送の継続が困難となるおそれのある地域における平

成 23年総務省告示第 285号に規定する電界強度を確保するために必要最小

の値であること。 

(ｲ) その他の補完中継局である場合にあっては、原則100W以下とし、中波放送の

中継局等の放送区域のうち難聴が発生している地域又は災害発生時において

中波放送の継続が困難となるおそれのある地域における平成23年総務省告示

第285号に規定する電界強度を確保するために必要最小の値であること。 

 

オ 他の無線局等への混信妨害等 

(ｱ) 他の無線局等への混信妨害を排除するため、補完中継局の放送区域と放送

区域が重なる超短波放送を行う地上基幹放送事業者等との調整に十分配慮し

ていること。 

(ｲ) 有線電気通信設備を用いて行われるテレビジョン放送の受信に対する障

害、受信電波を増幅する機器その他テレビジョン放送の受信設備に係る受信

障害及び超短波放送の受信設備に係る受信障害の防止又は解消を図るための

措置を適切に実施していること。 

(ｳ) マルチメディア放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関す

る送信の標準方式(平成 23 年総務省令第 87 号)第４章第１節に定める放送を

行うものに限る。)又は超短波放送の基幹放送局を開設しようとする者と相互

変調等による超短波放送の受信設備に係る受信障害の防止又は解消を図るた

めの措置を協力して適切に実施していること。 
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５ 参考資料
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ＦＭ補完中継局に割当可能な周波数

ＦＭ補完中継局に割当可能な周波数

76MHz 95MHz90MHz

「ＦＭ補完中継局」

・外国波混信対策

・地理的・地形的難聴対策

・災害対策 ※

※ 90-95MHzの周波数が
使用できず真に必要な場合に限る

「ＦＭ補完中継局」

・外国波混信対策

・地理的・地形的難聴対策

・都市型難聴対策

・災害対策

コミュニティＦＭ放送

県域ＦＭ放送

1

現行FM帯域（76-90MHz） V-Low帯域（90-108MHz）
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① 主たるFM補完中継局…県域FM局の親局と同じ基準
② その他のFM補完中継局…県域FM局の中継局と同じ基準

（告示の内容）
空中線電力：20W超（主たるFM補完中継局を除く）
周波数： 85.0～94.9MHz（ 85.0～89.9MHzは地域ごとに異なる）
※再免許を除く

１．開設目的 ・ＦＭ補完中継局の開設目的を規定

① 災害対策
② 難聴対策（都市型難聴対策、外国波混信対策、

地理的・地形的難聴対策）

① 既存のＦＭ帯（～９０ＭＨｚ）
② Ｖ－Ｌｏｗ帯（９０～９５ＭＨｚ）

① 難聴解消等に必要最小
② 当該地域の県域ＦＭの値を上限

２．周波数

７．安全・信頼性基準
ＦＭ補完中継局に適用される安全信頼性基準を規定

５．混信妨害対応

４．経理的基礎

公示制度の対象となる放送局を告示で定める旨規定

３．空中線電力

①災害対策の必要性

（放送設備が災害によって損壊すること）
②難聴対策の必要性

（放送区域内に難聴地域があること）

・空中線高が県域ＦＭより高い場合には
減力する旨規定

・経理的基礎の確実性について規定

（ＦＭ補完中継局の整備計画を確実に実行できること）

・混信妨害対応について規定
（放送区域の重なる県域FM局と調整すること等）

ＦＭ補完中継局の導入のための制度整備の概要

６．公示制度

基幹放送用周波数使用計画 電波法関係審査基準

電波法施行規則

放送法施行規則

の割当てを具体化

とする旨規定

について
規定
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ＡＭラジオ放送のＦＭ補完中継局に対する支援策について

ＦＭ補完中継局の整備等を推進するため、以下ア・イの支援策を実施中。
ア 「民放ラジオ難聴解消支援事業」【電波利用料財源】（平成26年度当初予算から予算措置。下図①②③が対象。）
イ 「放送ネットワーク整備支援事業」【一般財源】（平成25年度補正予算から予算措置。下図④が対象。）

外国波との混信による受信
障害対策を開設目的とする
もの

地形的原因で生じる遮へいによる受信障害対策又は
地理的原因による受信障害対策を開設目的とするもの

ＡＭ放送局
ＡＭ放送局

ＡＭ放送局

ＦＭ補完中継局

補完中継局③地理的・地形的難聴対策

補完中継局

外国のＡＭ放送局

建築物による遮へいによる電界
強度の低下又は電気雑音の影響
等の要因による受信障害対策を
開設目的とするもの

ＡＭ放送局

補完中継局

①都市型難聴対策

④災害対策

中波放送の放送設備が
災害発生時に被害を
受け、放送の継続が困
難となる事態への対策
を開設目的とするもの

ＡＭ放送局

ＡＭ中継局

補完中継局

②外国波混信対策

ＡＭ波 ＦＭ波
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難聴の主な探索方法について

 自動車に積んだ測定
機により走行しながら
測定し、法定電界強
度未満となっている地
域を確認。

②走行しながらの調査①屋外での調査

 ビル等の建築物等によ
り遮へいされた地域等で
電界強度測定、主観評
価を実施。

 法定電界強度未満※１

又は主観評価「２」以下
※２の状態か確認。

※１ 法定電界強度
市区町村単位で規定

（例）
東京都中央区 １０以上
三鷹市、武蔵野市 ５以上
※ 単位 ミリボルト毎メートル

※２ 主観評価（５段階）
５ 極めて良好に受信可能
４ 雑音／混信が小さく良好受信が可能
３ 多少の雑音／混信で実用可能
２ 受信はできるが、実用にならない
１ 受信不能で全く実用にならない

○ 上記①及び②の調査の
結果、難聴地域が「１キロメー
トル四方のメッシュ単位で
一定程度の連続性を持って
地域的に存在」する放送区域
図を作成し、免許申請書に
添付。

（括弧内は、電波法関係審査

基準より抜粋）
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６ 問い合わせ先一覧 
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＜６ 問い合わせ先一覧＞ 

○ 北海道総合通信局
〒060-8795 札幌市北区北８条西２丁目１－１ 札幌第１合同庁舎 

情報通信部放送課 011-709-2311（内）4665 

○ 東北総合通信局
〒980-8795 仙台市青葉区本町３丁目２－２３ 仙台第２合同庁舎 

放送部放送課 022-221-0671 

○ 関東総合通信局
〒102-8795 千代田区九段南１丁目２－１ 九段第３合同庁舎 

放送部放送課 03-6238-1705 

○ 信越総合通信局
〒380-8795 長野市旭町1108 長野第1合同庁舎 

情報通信部放送課 026-234-9939 

○ 北陸総合通信局
〒920-8795 金沢市広坂２丁目２－60 金沢広坂合同庁舎 

情報通信部放送課 076-233-4492 

○ 東海総合通信局
〒461-8795 名古屋市東区白壁１丁目15－１ 名古屋合同庁舎第３号館 

放送部放送課 052-971-9148 

○ 近畿総合通信局
〒540-8795 大阪市中央区大手前１丁目５－44 大阪合同庁舎第１号館 

放送部放送課 06-6942-8568 

○ 中国総合通信局
〒730-8795 広島市中区東白島町19－36 

放送部放送課 082-222-3384 

○ 四国総合通信局
〒790-8795 松山市味酒町２丁目14－４ 

情報通信部放送課 089-936-5037 

○ 九州総合通信局
〒860-8795 熊本市西区春日２丁目10－１ 熊本地方合同庁舎 

放送部放送課 096-326-7307 

○ 沖縄総合通信事務所
〒900-8795 那覇市旭町１－９ カフーナ旭橋 Ｂ街区５階 

情報通信課 098-865-2307 

☆ 総務省情報流通行政局地上放送課
〒100-8926 千代田区霞が関２丁目１の２ 中央合同庁舎２号館 

03-5253-5793
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